
■封印破り■ 

ほぼ週刊【松村拓也のメールマガジン】第 244号 

こんにちは、松村拓也です。 

E-Mailと Facebookで松村拓也の活動についてほぼ毎週お届けしています。 

名刺交換した方や、突然思い出した方にもお届けしますので、ご迷惑であればお知らせください。 

できれば勤務先でなく、個人のアドレスにお届けしたいので、ご連絡ください。 

ご意見、ご質問大歓迎です。 

・・・・・・・・・・・・・・・ 
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1. トピックス：2020年の働き方 

 

いよいよ 2020年仕事スタートですが、昨年に続き、いくつかの法人に所属しています。 

そこで今日は、法人ごとに仕事内容をざっくりご説明します。 

 

① 一般社団法人日本土地資源協会  代表理事 

僕の活動拠点「笑恵館（しょうけいかん）」を運営する法人 

土地を相続せず、いつまでも継承するために、非営利の土地所有事業に取り組んでいます。 

関連プロジェクト：笑恵館（祖師ヶ谷大蔵）、一宮庵（成城）、しろくま館（蓮沼）、名栗の森オーナーシップ

クラブ（飯能）、他 

 

② NPO法人HOME-FOR-ALL  事務局長 

東日本大震災をきっかけに建築家たちが東北各地に作った「みんなの家」の継続運営や連携を支援する法人 

設立 5年を迎え、今後の展開などを模索するため、昨年 6月より事務局長を拝命しました。 

昨年 12月より、主たる事務所を笑恵館内に設置しました。 

 

③ ユナイテッドスクールオブ東京  顧問 

設立 6年目を迎えるインターナショナルスクール（幼稚園＋小学校） 

地域コミュニティのハブ機能を目指す経営ビジョンに賛同し昨年 6月より顧問に就任。 

今年から地域社会の国際化に取り組む社団法人の設立を目指す活動を本格化します。 

 

④ NPO法人カプラー  理事・事務局長 

カプラーとは地域社会とビジネスを繋ぐ連結器の意味。 



世田谷区内での起業をサポート中 

第 2，4金曜日 19-21時 三軒茶屋のキャロットタワー3Fで交流会を開催中。 

 

⑤ 三宿 420商店会  顧問 

世田谷ものづくり学校を中心に設立した世田谷区で一番新しい商店会 

間中会長を中心に、世田谷パン祭りなど活発な活動を展開中 

 

⑥ 株式会社なのに  平社員 

自宅を拠点にすべてのビジネスの窓口、社長はカミさん。 

上記の法人業務も、すべてこの会社で業務受託。 

一級建築士資格を保有していますが、事務所登録は昨年末に抹消しました。 

 

⑦ アントレハウスプロジェクト  代表 

フリーパートナー契約の受け皿となる任意団体。 

月額 1万円より、起業支援（おせっかい）、創業支援（用心棒）、永続支援（脱相続）をサポート。 

よろず相談・初回無料ですので、気軽にご連絡ください。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

2. ブログから：封印破り 

 

私、大金を払って老人ホームに行くくらいなら、笑恵館に出資して、終の棲家を作りたい。 

松村さん、笑恵館を建て替えようよ！・・・と。 

昨年末、近所の Oさんがこう切り出した時、僕は驚いて息が止まった。 

何しろ僕は、これまで「笑恵館を建て直す」なんて考えたことなかった。 

いや、正確に言うと、考えないように封印してきた。 

だからこそ Oさんの提案は、見事に僕の心臓を突き刺した。 

・ 

今にして思えば、そもそも初めに僕が受けた相談は、笑恵館の建て替えだった。 

この家で生まれ育った Tさんにしてみれば、老朽化した住まいを建て直したいと願うのは当然だ。 

はじめのうちは、僕も一緒になって、近所の人たちが集う地下ホールの図面を書いていた。 

だが、次第に Tさんが借金する気満々になるのを見て、僕は違和感を感じ始めた。 

当然のことながら、借金の前提は「成功し返済すること」だ。 

だが、これから挑む笑恵館という事業に対し、成功の保証など僕にはできなかった。 

だから僕は、あえてそれを否定して、自己資金でのリフォームを強く主張した。 

周囲の人たちにもお願いし、古いことにこそ価値があると Tさんだけでなく僕自身にも言い聞かせた。 

・ 

この考え方は正しいと、僕は今でも確信する。 

それは方法が目的化しないよう、目的を見失わないようにするためだ。 

笑恵館では、昨年から隔月で「ホームホスピス勉強会」を開催しているが、なかなかうまく進まない。 

2012年から始めた笑恵館ミーティングは、2年後に笑恵館の開業にこぎつけたのに、今度の勉強会はなぜかうま

く進むとは思えない。 



だが、「ホームホスピスを建設し成功させること」が、いつしか目的になってしまったことに僕たちは気が付い

た。 

僕たちの目的は自分の町に「ホームホスピスを」作ることでなく、「自分の町を」あたかもホームホスピスがある

ようなまちにすることだ。 

・ 

借金して「笑恵館を」建て直すのでなく、借金せず「Tさん宅を」笑恵館にすること・・・それが僕の選んだチ

ャレンジだ。 

借金をして設計と施工を行えば、確かに笑恵館の建て直しは実現する。 

だが、本当の目的はきれいで快適な笑恵館を作ることでなく、誰もが孤立せずに暮らしていける、地域に開かれ

た「みんなの家」として永続的に運営することだ。 

そして 5年の月日が経ち、笑恵館は目指す姿に近づいてきた。 

残された課題は、「無償譲渡による所有権の法人化」の 1点に絞られた。 

年賀状に「・・・課税を猶予せよ」と書いたのは、僕が借金による納税を強く意識しているからだ。 

・ 

ところがそこに Oさんが現れて、チャレンジに投資したいと言い出した。 

それは、かつて Tさんから「笑恵館を託したい」と言われたときの再来だ。 

託すとは決して丸投げの意味でなく、共に挑んだ仲間に自分の死後を託すこと。 

土地や建物のすべてを提供する Tさんに対し、お金のない僕は知恵と汗で応えてきた。 

だがそこに、資金を提供する仲間が現れれば、税金を払うだけでなく、建物を作ることも夢じゃない。 

・ 

年賀状で宣言した通り、非営利法人への土地無償譲渡をやりやすくすることが今年の課題だ。 

税務当局に対して提言したいので、税務署に知り合いがいたら教えて欲しい。 

一方 O さんの提案を、僕は「仲間づくりと資金集めを同時に進める土地永続利用へのチャレンジ」と理解した。 

まちづくりとは、土地を使って願いを叶える事業を作り、永続化することだ。 

結局正月休みは、笑恵館の「非営利等価交換スキーム」作りに明け暮れた。 

願いが叶うとは、「封印してきた願いをズバリと言い当てられてしまうこと」かも知れない。 

1月 6日にスタートする、今年も忙しい年になりそうだ。 

 

http://nanoni.co.jp/20200104/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

3. 今年の予定 

凡例 ○面談歓迎：来て下さればあなたの面談を優先。 

   ◎呼出歓迎：あなたのお誘いを優先、訪問可能。 

   ●同行可能：僕の訪問先にお連れできます。 

   ★参加可能：あなたも参加可能な予定です。 

   △同席不可：予定の前後は面談可能です。 

   ▲留守不在：すみません、留守のためお許しを。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（月）01/06 ◎作業日 09-21時 面談可（青葉台） 

（火）01/07 ◎作業日 09-21時 面談可（青葉台） 



 18-20時 ★一社US 発起人会議（駒場） 

（水）01/08 ◎作業日 09-21時 面談可（青葉台） 

（木）01/09 ◎作業日 09-21時 面談可（青葉台） 

 16-17時 ★日本土地資源協会経営会議（笑恵館） 

 17-19時 ★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

（金）01/10 ◎作業日 09-21時 面談可（青葉台） 

 19-21時 ★カプラー起業交流会（三茶） 

（土）01/11 ◎作業日 09-21時 面談可（青葉台） 

 10-17時 ★地主の学校_8・まつむら塾（笑恵館） 

（日）01/12 ◎作業日 09-21時 面談可（青葉台） 

 

■その後の予定 

01/15 10-12時 ★HFA 拡大理事会（渋谷） 

01/16 10-20時 ★なるほどデイ・持ち寄り食事会（笑恵館） 

01/18 10-17時 ★地主の学校_9・まつむら塾（笑恵館） 

01/23 17-19時 ★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

01/25 10-17時 ★地主の学校_10・まつむら塾（笑恵館） 

01/26 10-14時 ★名栗の森オーナーシップクラブ１月例会（飯能） 

02/02-07 ▲ブルネイ・コタキナバル旅行 

02/01 10-17時 ★地主の学校_11・まつむら塾（笑恵館） 

02/13 16-17時 ★日本土地資源協会経営会議（笑恵館） 

02/13 17-19時 ★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

02/14 19-21時 ★カプラー起業交流会（三茶） 

 

松村の予定はこちらで随時公開しています。 

http://nanoni.co.jp/schedule 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

4. アクセスポイント：問い合わせ先 

 

松村拓也 

メール takuya@nanoni.co.jp 

携 帯 090-9830-3669 

自 宅 株式会社 なのに(平社員) 

〒226-0016 神奈川県横浜市緑区霧が丘 3-15-1 

http://nanoni.co.jp/ 

職 場 一般社団法人 日本土地資源協会(代表理事) 

http://land-resource.org/ 

笑恵館 〒157-0073 東京都世田谷区砧 6-27-19 

http://shokeikan.com/ 

メール配信をご希望の方はこちら 

http://land-resource.us10.list-manage.com/subscribe… 



フェイスブックグループはこちら 

https://www.facebook.com/groups/atamanonaka/ 


